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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

回次 第147期中 第148期中 第149期中 第147期 第148期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等     

売上高 (百万円) 31,952 35,550 39,413 82,010 84,112

経常利益 (百万円) 999 1,001 612 6,745 4,175

中間(当期)純利益 (百万円) 980 794 31 2,403 2,143

純資産額 (百万円) 39,736 42,214 46,779 40,774 45,168

総資産額 (百万円) 79,471 90,265 99,943 86,146 98,159

１株当たり純資産額 (円) 372.21 396.03 414.95 381.28 422.47

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 9.19 7.44 0.29 21.98 19.61

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 9.16 7.43 0.29 21.93 19.55

自己資本比率 (％) 50.0 46.8 44.2 47.3 46.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,578 △155 △3,885 4,609 2,533

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,477 △3,492 △2,159 △2,263 △5,952

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,080 3,862 1,932 △952 3,545

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 9,062 9,678 5,584 9,389 9,752

従業員数 
[ほか、平均臨時 
雇用者数] 

(人) 
3,583 
[309]

3,824
[426]

4,088
[502]

3,736 
[413]

3,888
[473]

(2) 提出会社の経営指標等     

売上高 (百万円) 27,073 28,781 19,855 69,491 57,633

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △389 △675 △247 2,619 1,386

中間(当期)純利益 (百万円) 580 259 10 1,409 1,615

資本金 (百万円) 10,252 10,252 10,252 10,252 10,252

発行済株式総数 (株) 107,832,445 107,832,445 107,832,445 107,832,445 107,832,445

純資産額 (百万円) 34,307 35,510 37,098 34,830 38,011

総資産額 (百万円) 67,303 71,541 69,188 72,603 72,961

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 3.00 4.00

自己資本比率 (％) 51.0 49.6 53.6 48.0 52.1

従業員数 
[ほか、平均臨時 
雇用者数] 

(人) 
1,651 
[157]

1,680
[151]

1,735
[156]

1,659 
[176]

1,659
[163]



(注) １ 売上高には消費税等は含んでいません。 

２ 「(2) 提出会社の経営指標等」の１株当たり純資産額及び１株当たり中間(当期)純利益、潜在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。 

３ 第149期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用しています。 

  



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社の企業グループ(当社、子会社32社、関連会社5社及びその他の関係会社1社)が

営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の事業の内容に異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、新たに設立した関係会社は以下のとおりです。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員は就業人員であり、臨時従業員は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しています。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員は就業人員であり、臨時従業員は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しています。 

  

(3) 労働組合の状況 

会社との間には正常な労使関係を維持しており、特記すべき事項はありません。 

名称 住所 
資本金又は
出資金 

主要な事業の内容
議決権の所
有割合(％)

関係内容 

(連結子会社) 
日新(大連)高性
能涂層技術有限
公司 

中国大連市 
千USドル 

350 
  

(ビーム・真空応用装置事

業) 
薄膜コーティング技術
等の研究開発 
  

100.0 役員の兼任等…出向４名 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

電力機器事業 3,465 [ 393] 

ビーム・真空応用装置事業 528 [ 107] 

全社(共通) 95 [   2] 

合計 4,088 [ 502] 

従業員数(人) 1,735 [ 156] 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 
当中間連結会計期間のわが国経済については、公共投資が減少傾向にあるものの、輸出と底堅い民間設備投資に
支えられて堅調に推移いたしました。 
  
当社の主要製品である静止重電機器の需要については、官公庁向けが減少したものの、電力会社向けや一般民需
が好調に推移した結果、全体として増加となりました。また、イオン注入装置等の半導体製造装置関連について
も、需要は高水準を維持しました。 
  
このような状況のもとで、当社連結ベースの受注高は、電力機器事業セグメントは国内、海外向けとも増加し、
またビーム・真空応用装置事業セグメントは海外向けの半導体製造装置が増加したため、前年同期比21.5％増加の
51,556百万円となりました。 
  
売上高については、電力機器事業セグメントは一般民需及び海外向けが、ビーム・真空応用装置事業セグメント
は海外向けが増加したため、前年同期比10.9％増加の39,413百万円となりました。 
  
経常損益については、価格競争の激化や資材の高騰等の影響により、前年同期比38.8％減少の612百万円の経常利
益となりました。 
  
特別損益項目はなく、少数株主利益及び法人税等調整後の中間純利益は31百万円と、前年同期比96.1％の減益と
なりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

＜電力機器事業＞ 
電力機器事業セグメントの受注高は、前年同期比25.6％増加の38,624百万円となりました。受変電設備では一般
民需を中心とした国内向け及びアジア地域向けが増加しました。調相設備では国内電力向け及びアジア地域向けが
増加しました。制御システムでは官公庁向け及び一般民需が共に減少しました。 
  
売上高は、前年同期比9.1％増加の26,052百万円となりました。受変電設備では一般民需及びアジア地域向けが増
加しました。調相設備では、アジア地域での生産販売は順調に増加しましたが、国内の一般民需が減少した結果、
全体では減少となりました。制御システムでは、官公庁向けの水処理設備が減少したものの、一般民需が増加した
結果、全体では増収となりました。 
  
営業利益は、これらの増収はあったものの、中国での設備投資による減価償却費増や、競争激化による販売価格
の下落、資材高騰の影響もあり、営業利益は488百万円と、前年同期の410百万円から若干の増益に留まりました。 
  
なお、当社グループの業績は、特に電力機器事業においては官公庁向け及び一般民需ともに下半期に売上が集中
する傾向があるため、季節的変動があります。 

  

＜ビーム・真空応用装置事業＞ 
ビーム・真空応用装置事業セグメントの受注高は、電子線照射装置が国内向けで減少したものの、イオン注入装
置がアジア地域向けで増加し、前年同期比10.7％増加の12,932百万円となりました。 
  
売上高は、前年同期比14.6％増加の13,360百万円となりました。半導体製造装置がアジア地域向けで増加したほ
か、電子線照射装置が国内、海外向け共に増加しました。 
営業利益は、増収ながら設備投資による減価償却費や研究開発費の増加により前年同期比23.5％減少の1,159百万
円となりました。 

  



所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
  

＜日本＞ 

日本セグメントの売上高は、前年同期比7.2％増加の32,693百万円となりました。主に一般民需向け受変電設備の
売上が増加したことによるものです。 
営業利益は、増収ながら設備投資による減価償却費増や研究開発費の増加により、前期比34.8％減の724百万円と
なりました。 

  

＜アジア＞ 

アジアセグメントの売上高は、前年同期比32.7％増加の6,668百万円となりました。主に中国の子会社で現地生産
が拡大し、売上が増加したことによるものです。 
営業利益は、増収ながら設備投資による減価償却費増や、競争激化による販売価格の下落、資材高騰の影響もあ
り、前期比2.1％増の963百万円に留まりました。 

  

 (注) １ セグメントの業績の中の売上高は「外部顧客に対する売上高」で、「セグメント間の内部売上高又は振替高」は含みま

せん。 

２ 上記金額には消費税等は含みません。 

  

(2) キャッシュ・フロー 
  
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益と減価償却費の合計額は1,776百万円と前年同期
に比べて203百万円減少したほか、売上増に伴う運転資金需要の増加や、確定拠出年金制度導入による支出の増加も
あり、3,885百万円の支出（前年同期は155百万円の支出）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期はイオン機器工場の設備投資、並びに投資有価証券の取得など
もあり、前年同期比1,332百万円支出減少の2,159百万円の支出となりました。 
これらの支出を現預金と短期借入金で賄い、財務活動によるキャッシュ・フローは1,932百万円の収入となりまし
た。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

(注) 金額は販売価額によります。但し消費税等は含みません。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

(注) 上記金額には消費税等は含みません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高

電力機器事業 

製品分類 金額(百万円) 前年同期比(％) 

受変電設備 14,819 107.1

調相設備 6,501 147.6

制御システム 12,275 305.5

小計 33,595 150.9

ビーム・真空応用装置事業 15,395 119.7

合計 48,991 139.5

事業の種類別セグメントの名称 受注高

電力機器事業 

製品分類 金額(百万円) 前年同期比(％) 

受変電設備 23,522 152.7

調相設備 8,163 172.3

制御システム 6,938 65.5

小計 38,624 125.6

ビーム・真空応用装置事業 12,932 110.7

合計 51,556 121.5

受注残高 60,187 112.8



(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

(注) 上記金額には消費税等は含みません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、当社グループが新たに締結した経営上の重要な契約等は、次のとおりです。 

技術導入契約 

(注)  上記契約については、従来、契約会社が日新電機株式会社、ロイヤルティは日新イオン機器株式会社が実負担していまし

たが、平成18年8月に契約会社を日新電機株式会社から日新イオン機器株式会社へ変更する旨の覚書を取り交わしました。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、電力流通システム電力機器のほか、ビーム・真空応用装置などの次世代装置に重点を置いて研究開

発を進めています。電力機器分野では、特に電力品質に関する事業に注力して製品開発を進めました。また、ビー

ム・真空応用装置事業では、半導体や液晶ディスプレイの製造装置として次世代製品の研究を進めると共に、新世代

半導体の研究にも注力しています。 

当中間連結会計期間の研究開発費は売上高の6.6%にあたる2,598百万円で、その事業の種類別セグメントの金額は、

電力機器事業1,037百万円、ビーム・真空応用装置事業901百万円、全社658百万円です。 

主な成果は次のとおりです。 

(1) 電力機器事業 

① 7.2kV超縮小形スイッチギヤ（ＸＡＥ.６） 

従来品の約30%の面積で設置可能であり、新規開発したガス遮断器を組み込んだ、ガス絶縁方式の超小形で軽量

の7.2kVスイッチギヤを開発しました。 

事業の種類別セグメントの名称 販売高

電力機器事業 

製品分類 金額(百万円) 前年同期比(％) 

受変電設備 15,627 119.0

調相設備 4,294 82.3

制御システム 6,130 110.7

小計 26,052 109.1

ビーム・真空応用装置事業 13,360 114.6

合計 39,413 110.9

契約会社名 相手先の名称 契約品目及び内容 契約年月 期間 

日新イオン機器株
式会社 

(米国) 
Ibis Technology 
Corporation 

イオン注入装置
(特許実施権の導入) 

平成６年６月 19年 



② 電気二重層コンデンサ 

瞬時電圧低下対策装置の補償電力エネルギー源として開発した電気二重層コンデンサについて、大容量化を目指

した開発を継続しています。 

(2) ビーム・真空応用装置事業 

真空アークイオンプレーティング法を用いた製膜装置の標準製品ラインアップを揃えるとともに、お客さまのニ

ーズにおこたえするために、この装置を使用した膜の標準レシピを作成しました。 

(3) 全社（新事業等） 

① カーボンナノ材料 

合成状態を制御したカーボンナノウォールの社外へのサンプル提供を開始しました。 

② 低温ポリシリコン薄膜材料 

ナノシリコン薄膜材料の合成に成功した新たなプラズマ源を用いる事によって、低温で高品質の絶縁膜の合成に

成功しました。 

③ 次世代半導体デバイスの実用化検証 

ＳｉＣパワー半導体に関して業界先端レベルの改良型ダイオードの開発を完了しました。また従来技術に対し幾

つかの差別化機能を有する薄液エピタキシャル成長技術（ＬＰＥ）の実用化に向けて課題の洗い出しを終わり、基

板欠陥の伝播低減機能を平成19年度実用化を目指して実用化実験に着手しました。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設・拡充等について、当中間連結会計期間に計画を変更したものは、

次のとおりです。 

在外子会社 

  

前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設・拡充等について、当中間連結会計期間に完了したものは、次のと

おりです。 

在外子会社 

  

当中間連結会計期間に新たに確定した重要な設備の新設計画は、次のとおりです。 

国内子会社 

(注) ※１ 当該計画は当初の計画に比べ、完了予定年月が平成18年7月から平成18年10月に変更になりました。 

２ 上記金額には消費税等は含みません。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定額(百万円)

資金調達方法

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 

総額 既支払額 着手 完了 

日新電機(無錫) 
有限公司 
(中国、江蘇省) 

電力機器 
関係会社等へ
の貸与工場建
屋 

333 214 自己資金 平成17.10
平成18.10 
※１ 無し 

会社名事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 設備の内容

投資金額
(百万円) 完了年月 完成後の 

増加能力 

日新電機(無錫)有限公司 
(中国、江蘇省) 電力機器 調相設備生産設備

(第2期工事) 640 平成18.７ 生産能力 
70％増加 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 
投資予定額(百万円)

資金調達方法
着手及び完了予定年月 

完成後の
増加能力 

総額 既支払額 着手 完了 

日本アイ・ティ・エフ
㈱ 前橋工場 
(前橋市総社町) 

ビーム・ 
真空応用装置 

産業用部品コ
ーティング設
備 
(第3期工事) 

500 －
自己資金及び
借入金 平成18.11 平成19.８ 生産能力

50％増加 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

  

② 【発行済株式】 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した

新株予約権は、次のとおりです。 
  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 431,329,000
計 431,329,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月19日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 107,832,445 同左

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部 

― 

計 107,832,445 同左 ― ― 

定時株主総会の 
決議日 

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日) 

平成14年６月27日 

新株予約権の数(個) 30 28

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 30,000 28,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 179 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月１日
至 平成20年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額(円) 

― 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は当社取締役会の承認を
要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

平成15年６月27日 

新株予約権の数(個) 76 72

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 76,000 72,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 188 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年７月１日
至 平成21年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額(円) 

― 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は当社取締役会の承認を
要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



  

 (注) 新株予約権の割当を受けた者が、上記の行使期間中に付与対象者の地位を失った場合は、その喪失後１年間(但し、行使期
間終了日を超えることはできない)に限り、新株予約権を行使することができます。また、行使期間開始日までに当該地位を
喪失した場合は、行使期間開始日から１年間に限り、新株予約権を行使することができます。 

  

定時株主総会の 
決議日 

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日) 

平成16年６月25日 

新株予約権の数(個) 297 291 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 297,000 291,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 391 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日
至 平成22年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額(円) 

― 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は当社取締役会の承認を
要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

平成17年６月28日 

新株予約権の数(個) 321 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 321,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 376 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月１日
至 平成23年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額(円) 

― 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は当社取締役会の承認を
要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

平成18年６月28日 

新株予約権の数(個) 352 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 352,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 501 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年８月11日
至 平成24年８月10日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額(円) 

― 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は当社取締役会の承認を
要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

― 107,832,445 ― 10,252,845 ― 6,633,555

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

住友電気工業株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 34,791 32.26

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 8,447 7.83

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 5,512 5.11

関西電力株式会社 大阪市北区中之島三丁目６番16号 4,565 4.23

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地七丁目18番24号 3,090 2.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社(住友信託銀行再信託分・株式
会社ダイヘン退職給付信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,874 2.67

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 2,236 2.07

日新電機株式会社 京都市右京区梅津高畝町47番地 1,481 1.38

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 1,117 1.04

ゴールドマン・サックス・インターナ
ショナル 
(常任代理人 ゴールドマン・サックス
証券会社 東京支店) 

133  FLEET  STREET  LONDON EC4A 
2BB,UNITED KINGDOM 
(東京都港区六本木六丁目10番1号) 

1,102 1.02

モルガン・スタンレー・アンド・カン
パニー・インターナショナルリミテッ
ド 
(常任代理人 モルガン・スタンレー証
券会社 東京支店証券管理本部オペレ
ーション部門)  

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,
LONDON E144QA ENGLAND 
(東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3
号) 

1,009 0.94

計 66,227 61.42



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 2,000株(議決権 2個)が含まれています。

「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式が 897株含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものを示しています。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 1,481,000

― ― 
  

(相互保有株式) 
普通株式 11,000

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

106,055,000 
106,055 ― 

単元未満株式 普通株式 285,445 ― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 107,832,445 ― ― 

総株主の議決権 ― 106,055 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
日新電機株式会社 

京都市右京区梅津高畝町47
番地 

1,481,000 ― 1,481,000 1.37

(相互保有株式) 
株式会社オーランド 

京都府長岡京市天神四丁目
15番12号 

11,000 ― 11,000 0.01

計 ― 1,492,000 ― 1,492,000 1.38

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 683 634 572 548 485 511

最低(円) 603 524 462 403 411 428



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 以下に記載している当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。なお、前中間連

結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連

結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

います。 

  

(2) 以下に記載している当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。なお、前中間会計期間(平

成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間及び前中間会計期間並びに当中間連結会計期

間及び当中間会計期間の中間連結財務諸表及び中間財務諸表についてあずさ監査法人による中間監査を受けていま

す。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     10,162 5,685   10,005 

２ 受取手形及び 
  売掛金 

※５   26,673 32,133   32,421 

３ たな卸資産     21,188 26,079   21,339 

４ その他     3,867 4,700   3,874 

５ 貸倒引当金     △12 △12   △17 

流動資産合計     61,879 68.6 68,585 68.6   67,623 68.9

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物及び 
  構築物 

※６ 8,501   9,001 8,878   

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

  4,556   5,925 5,454   

(3) その他   4,071   4,478 4,331   

有形固定資産計     17,129 19,404   18,664 

２ 無形固定資産     1,584 1,724   1,753 

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券 ※２ 6,035   8,027 8,108   

(2) その他   3,898   2,440 2,266   

(3) 貸倒引当金   △261   △240 △257   

投資その他の 
資産計 

    9,672 10,227   10,118 

固定資産合計     28,385 31.4 31,357 31.4   30,536 31.1

資産合計     90,265 100.0 99,943 100.0   98,159 100.0



  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び 
  買掛金 

※５   15,225 19,009   19,757 

２ 短期借入金 ※７   7,574 11,535   8,650 

３ 未払費用     4,893 5,385   5,227 

４ 前受金     5,656 6,616   5,344 

５ その他     1,781 2,813   2,497 

流動負債合計     35,131 38.9 45,360 45.4   41,477 42.3

Ⅱ 固定負債            

１ 長期借入金     1,833 603   756 

２  確定拠出年金 
  移行時未払金 

    ― 2,036   ― 

３ 退職給付引当金     6,430 2,748   5,565 

４ 役員退職慰労 
  引当金 

    25 ―   31 

５ 環境安全対策 
  引当金 

    2,200 2,200   2,200 

６ その他     181 213   179 

固定負債合計     10,670 11.8 7,802 7.8   8,732 8.9

負債合計     45,802 50.7 53,163 53.2   50,210 51.2

(少数株主持分)           

少数株主持分     2,248 2.5 ― ―   2,780 2.8

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     10,252 11.4 ― ―   10,252 10.4

Ⅱ 資本剰余金     6,635 7.3 ― ―   6,633 6.8

Ⅲ 利益剰余金     24,096 26.7 ― ―   25,441 25.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    1,886 2.1 ― ―   2,993 3.1

Ⅴ 為替換算調整勘定     △350 △0.4 ― ―   106 0.1

Ⅵ 自己株式     △306 △0.3 ― ―   △258 △0.3

資本合計     42,214 46.8 ― ―   45,168 46.0

負債、少数株主 
持分及び資本 
合計 

    90,265 100.0 ― ―   98,159 100.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     ― 10,252   ― 

２ 資本剰余金     ― 6,633   ― 

３ 利益剰余金     ― 24,987   ― 

４ 自己株式     ― △455   ― 

株主資本合計     ― ― 41,417 41.5   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    ― 2,719   ― 

２ 繰延ヘッジ損益     ― △11   ― 

３ 為替換算 
  調整勘定 

    ― 4   ― 

評価・換算差額 
等合計 

    ― ― 2,712 2.7   ― ―

Ⅲ 新株予約権     ― ― 3 0.0   ― ―

Ⅳ 少数株主持分     ― ― 2,645 2.6   ― ―

純資産合計     ― ― 46,779 46.8   ― ―

負債及び 
純資産合計 

    ― ― 99,943 100.0   ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     35,550 100.0 39,413 100.0   84,112 100.0
Ⅱ 売上原価     25,978 73.0 29,224 74.1   62,403 74.2

売上総利益     9,572 27.0 10,188 25.9   21,709 25.8

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※１   8,484 23.9 9,407 23.9   17,451 20.7

営業利益     1,088 3.1 781 2.0   4,257 5.1

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   12   19 27   

２ 受取配当金   36   52 59   

３ 設備貸与料   ―   27 48   

４ 為替差益   63   0 93   

５ その他   106 219 0.6 114 213 0.6 212 441 0.5

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   72   100 156   

２ 固定資産廃却損 ※３ 69   61 131   

３  クレーム損   ―   63 ―   

４  その他   164 306 0.9 156 382 1.0 235 523 0.6

経常利益   
  

1,001 2.8 612 1.6
  

4,175 5.0

Ⅵ 特別損失       

１ 固定資産廃却損 ※４ 25   ― ―   
２ 退職給付制度一
部終了による 
損失 

  ― 25 0.1 ― ― ― 679 679 0.8

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

    975 2.7 612 1.6   3,496 4.2

法人税、住民税 
及び事業税 

  316   381 1,089   

過年度法人税等 
戻入額 

  ―   △101 ―   

法人税等調整額   △420 △104 △0.3 68 348 0.9 △370 718 0.9

少数株主利益     285 0.8 233 0.6   633 0.8
中間(当期) 
純利益 

    794 2.2 31 0.1   2,143 2.5



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 6,636 6,636

Ⅱ 資本剰余金減少高  

   自己株式処分差損 1 1 2 2

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

6,635 6,633

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 23,679 23,679

Ⅱ 利益剰余金増加高  

   中間(当期)純利益 794 794 2,143 2,143

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 １ 自己株式処分差損 ― 4  

 ２ 配当金 320 320  

 ３ 取締役賞与 57 377 57 382

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

24,096 25,441



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

  

(注)  定時株主総会における利益処分項目です。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高  (百万円) 10,252 6,633 25,441 △258 42,068 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当(注) ― ― △427 ― △427 

 役員賞与(注) ― ― △57 ― △57 

中間純利益 ― ― 31 ― 31 

自己株式の取得 ― ― ― △211 △211 

自己株式の処分 ― ― △0 14 14 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △453 △196 △650 

平成18年９月30日残高  (百万円) 10,252 6,633 24,987 △455 41,417 

  

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高  (百万円) 2,993 ― 106 3,100 ― 2,780 47,949 

中間連結会計期間中の変動額               

 剰余金の配当(注) ― ― ― ― ― ― △427 

 役員賞与(注) ― ― ― ― ― ― △57 

 中間純利益 ― ― ― ― ― ― 31 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △211 

自己株式の処分 ― ― ― ― ― ― 14 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △273 △11 △102 △387 3 △134 △519 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △273 △11 △102 △387 3 △134 △1,169 

平成18年９月30日残高  (百万円) 2,719 △11 4 2,712 3 2,645 46,779 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 975 612 3,496

減価償却費  1,004 1,164 2,042

貸倒引当金の減少額  △29 △6 △28

退職給付引当金の減少額  △369 △3,364 △632

確定拠出年金移行時未払金 
の増加額 

 ― 2,476 ―

長期未払金の増加額  158 27 158

役員退職慰労引当金の 
減少額 

 △144 △31 △137

退職給付制度一部終了によ
る損失 

 ― ― 679

固定資産廃却損  94 61 131

売上債権の減少(△増加)額  3,978 255 △1,469

たな卸資産の増加額  △3,028 △4,792 △2,860

仕入債務の増加(△減少)額  △2,281 △726 2,004

未払費用の増加(△減少)額  △551 160 △244

未払消費税等及び仮受 
消費税等の減少額 

 △428 △298 △130

前受金の増加額  1,199 1,293 790

その他  △18 △352 158

小計  560 △3,519 3,956

利息及び配当金の受取額  49 71 87

利息の支払額  △72 △100 △156

法人税等の支払額  △692 △336 △1,353

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △155 △3,885 2,533



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の預入による支出  △484 △121 △724

定期預金の払戻による収入  531 275 1,015

投資有価証券 
の取得による支出 

 △1,096 △405 △1,298

有形固定資産 
の取得による支出 

 △2,287 △1,824 △4,449

無形固定資産 
の取得による支出 

 △236 △180 △534

その他  80 96 38

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △3,492 △2,159 △5,952

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の 
純増加額 

 2,837 2,878 3,065

長期借入による収入  2,000 196 2,042

長期借入金の 
返済による支出 

 △533 △336 △980

配当金の支払額  △320 △427 △320

自己株式の取得・売却 
による純支出 

 △119 △197 △77

少数株主への 
配当金の支払額 

 ― △188 △191

その他  △1 6 8

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,862 1,932 3,545

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 74 △54 236

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

 289 △4,167 362

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 9,389 9,752 9,389

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 9,678 5,584 9,752



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数 26社 

  主要な連結子会社名 

   日新受配電システム㈱ 

   日新テクノス㈱ 

   日亜電機股份有限公司 

   日新電機タイ㈱ 

   日新電機(無錫)有限公司 

   日新(無錫)機電有限公司 

   北京北開日新電機 

      高圧開関設備有限公司 

   日新イオン機器㈱ 

   ㈱ＮＨＶコーポレーション 

   ㈱エコトロン 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数 30社 

  主要な連結子会社名 

   日新受配電システム㈱ 

   日新テクノス㈱ 

   日亜電機股份有限公司 

   日新電機タイ㈱ 

   日新電機(無錫)有限公司 

   日新(無錫)機電有限公司 

   北京北開日新電機 

      高圧開関設備有限公司 

   日新イオン機器㈱ 

   ㈱ＮＨＶコーポレーション 

   ㈱エコトロン 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数 29社 

  主要な連結子会社名 

   日新受配電システム㈱ 

   日新テクノス㈱ 

   日亜電機股份有限公司 

   日新電機タイ㈱ 

   日新電機(無錫)有限公司 

   日新(無錫)機電有限公司 

   北京北開日新電機 

      高圧開関設備有限公司 

   日新イオン機器㈱ 

   ㈱ＮＨＶコーポレーション 

   ㈱エコトロン 

  日新馳威高能電機(上海)有限公

司は、当中間連結会計期間に新規

に設立したことにより、連結の範

囲に含めました。日新電機欧州会

社は、当中間連結会計期間に清算

結了したことにより、連結の範囲

から除きました。 

  非連結子会社(テクノパワー㈱)

については、小規模であり、総資

産、売上高、中間純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため連結の範囲から除い

ています。 

  日新(大連)高性能涂層技術有限

公司は、当連結会計年度に新規に

設立したことにより、連結の範囲

に含めました。 

  非連結子会社(テクノパワー

㈱、奥蘭特(無錫)電抗器有限公

司)については、小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いずれも中

間連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため連結の範囲から

除いています。 

  日新アクアシステム㈱、日新馳

威高能電機(上海)有限公司、日新

電機ベトナム有限会社、及び日新

高性能涂層(東莞)有限公司は、当

連結会計年度に新規に設立したこ

とにより、連結の範囲に含めまし

た。日新電機欧州会社は、当連結

会計年度に清算結了したことによ

り、連結の範囲から除きました。 

  非連結子会社(テクノパワー㈱)

については、小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲から除いてい

ます。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用の関連会社数０社 

  持分法を適用していない関連会

社(㈱オーランド、京都精工電機

㈱、㈱エイチ・エム・アイ)及び

非連結子会社の合計の中間純損益

及び利益剰余金等は、いずれも少

額であり中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、持

分法を適用していません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用の関連会社数０社 

  持分法を適用していない関連会

社(㈱オーランド、京都精工電機

㈱、㈱エイチ・エム・アイ、協進

(無錫)機械有限公司、富士溶接

(無錫)有限公司)及び非連結子会

社の合計の中間純損益及び利益剰

余金等は、いずれも少額であり中

間連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、持分法を適用

していません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用の関連会社数０社 

  持分法を適用していない関連会

社(㈱オーランド、京都精工電機

㈱、㈱エイチ・エム・アイ)及び

非連結子会社の合計の純損益及び

利益剰余金等は、いずれも少額で

あり連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、持分法を適

用していません。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社のうち、 

  日亜電機股份有限公司 

  日新電機タイ株式会社 

  日新電機(無錫)有限公司 

  日新(無錫)機電有限公司 

  北京北開日新電機 

      高圧開関設備有限公司 

ほか在外子会社７社の中間決算

日は６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあたって

は同日現在の中間財務諸表を使

用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っていま

す。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社のうち、 

  日亜電機股份有限公司 

  日新電機タイ株式会社 

  日新電機(無錫)有限公司 

  日新(無錫)機電有限公司 

  北京北開日新電機 

      高圧開関設備有限公司 

ほか在外子会社10社の中間決算

日は６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあたって

は同日現在の中間財務諸表を使

用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っていま

す。 

３ 連結子会社の決算日等に関する

事項 

  連結子会社のうち、 

  日亜電機股份有限公司 

  日新電機タイ株式会社 

  日新電機(無錫)有限公司 

  日新(無錫)機電有限公司 

  北京北開日新電機 

      高圧開関設備有限公司 

ほか在外子会社9社の決算日は

12月31日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては同日現

在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整

を行っています。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法) 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

      中間決算日の市場価格

等に基づく時価法 

      (評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

      中間決算日の市場価格

等に基づく時価法 

      (評価差額は全部純資 

     産直入法により処理 

            し、売却原価は移動平 

            均法により算定) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

      決算日の市場価格等に

基づく時価法 

      (評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

     時価のないもの 

      移動平均法による原価

法 

     時価のないもの 

同左 

     時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

    製品・仕掛品 

     主として個別法に基づく

原価法 

    原材料・貯蔵品 

     主として総平均法に基づ

く原価法 

  ② たな卸資産 

同左 

  ② たな卸資産 

同左 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社

は、建物(建物附属設備を含

む。)については定額法、建

物以外の有形固定資産につき

ましては定率法を採用してい

ます。また、耐用年数及び残

存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準

によっています。なお、在外

連結子会社は、当該国の会計

基準に基づく定額法を採用し

ています。 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

同左 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

同左 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ② 無形固定資産 

当社及び国内連結子会社

は、定額法を採用していま

す。また、耐用年数について

は、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっていま

す。 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっています。 

  ② 無形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

同左 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社

は、債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ています。 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しています。 

過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(３年)による按分額を計上し

ています。 

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(15年)による按分額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しています。 

  ② 退職給付引当金 

同左 

  ② 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上し

ています。 

過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(３年)による按分額を計上し

ています。 

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(15年)による按分額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

います。 

  (追加情報) 

当社及び一部の国内連結子 

会社は、平成18年4月1日付け 

で退職一時金制度から確定拠 

出年金制度へ一部移行しまし 

た。なお、当該退職給付制度 

の一部終了に伴う損失は、前 

連結会計年度に特別損失（退 

職給付制度一部終了による損 

失）として処理しておりま 

す。また、同日付で退職一時 

金制度にポイント制退職金制 

度を導入しています。 

  



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ③ 役員退職慰労引当金 

国内連結子会社１社は、役

員に対する退職金支給に充て

るため、内規に基づく退職慰

労金の中間連結会計期間末要

支給額を計上しています。 

  ―――   ③ 役員退職慰労引当金 

国内連結子会社１社は、役

員に対する退職金支給に充て

るため、内規に基づく退職慰

労金の期末要支給額を計上し

ています。 

  ④ 環境安全対策引当金 

当社は、保管するPCB廃棄

物等の処理費用の支出に備え

るため、中間連結会計期間末

においてその金額を合理的に

見積ることができる処理費用

については、下期以降に発生

が見込まれる金額を引当計上

しています。 

  ③ 環境安全対策引当金 

同左 

  ④ 環境安全対策引当金 

当社は、保管するPCB廃棄

物等の処理費用の支出に備え

るため、期末においてその金

額を合理的に見積ることがで

きる処理費用については、翌

連結会計年度以降に発生が見

込まれる金額を引当計上して

います。 

 (ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しています。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、

中間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて

います。 

 (ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しています。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、

中間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めています。 

 (ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しています。なお、在外子

会社等の資産及び負債は、決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換

算差額は資本の部における為替

換算調整勘定に含めています。 

 (ホ)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っています。 

 (ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってい

ます。ただし、為替予約等が

付されている外貨建金銭債権

債務等については、振当処理

を行っています。 

 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってい

ます。ただし、為替予約等が

付されている外貨建金銭債権

債務等については、振当処理

を行っています。 

また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処理

を採用しております。 

 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

同左 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引   外貨建金銭 
債権債務等 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建金銭
債権債務等 

直物為替 
先渡取引 

外貨建金銭
債権債務等 

金利スワップ   借入金の利息

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引  外貨建金銭 
債権債務等 

金利スワップ   借入金の利息 

  ③ ヘッジ方針 

当社及び一部の連結子会社

は通常業務を遂行する上で為

替リスクにさらされており、

このリスクをヘッジする手段

としてのデリバティブ取引を

行っています。投機目的のデ

リバティブ取引は行わない方

針であります。 

  ③ ヘッジ方針 

当社及び一部の連結子会社

は通常業務を遂行する上で為

替リスクにさらされており、

このリスクをヘッジする手段

としてのデリバティブ取引を

行っています。 

また、一部の連結子会社は

借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取

引を行っております。 

投機目的のデリバティブ取

引は行わない方針でありま

す。 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の

通貨種別、期日、金額等の重

要な条件が同一であり、高い

相関関係があると考えられる

ため、有効性の判定を省略し

ています。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約及び直物為替先渡

取引については、ヘッジ対象

とヘッジ手段の通貨種別、期

日、金額等の重要な条件が同

一であり、高い相関関係があ

ると考えられるため、有効性

の判定を省略しています。 

また、金利スワップは特例

処理の要件を満たしており、

有効性の評価を省略しており

ます。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の通貨種

別、期日、金額等の重要な条

件が同一であり、高い相関関

係があると考えられるため、

有効性の判定を省略していま

す。 

また、金利スワップは特例

処理の要件を満たしており、

有効性の評価を省略しており

ます。 

 (ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

  ① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によってい

ます。 

売上等に係る仮受消費税等

と仕入等に係る仮払消費税等

は相殺し、その差額は「流動

負債」の「その他」に含めて

表示しています。 

 (ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

  ① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によってい

ます。 

売上等に係る仮受消費税等

と仕入等に係る仮払消費税等

は相殺し、その差額は「流動

資産」の「その他」に含めて

表示しています。 

 (ト)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  

  ① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によってい

ます。 

  

  ② 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用してい

ます。 

  ② 連結納税制度の適用 

同左 

  ② 連結納税制度の適用 

同左 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ③ 収益及び費用の計上基準 

当社は、電気設備請負工事

の収益計上基準については、

原則として工事完成基準によ

っていますが、長期・大型工

事(工期1年超かつ請負金額３

億円以上)については工事進

行基準によっています。 

(会計方針の変更) 

当中間連結会計期間から工

事進行基準を適用する長期大

型工事の対象を、従来の工期

1年超かつ請負金額10億円以

上から、工期1年超かつ請負

金額3億円以上に変更してい

ます。 

この変更は、最近の重電機

業界の受注環境において電気

設備請負工事が小型化し、か

つ今後もこの傾向が継続する

と認められることから、より

期間損益計算の適正を図るた

め行ったものです。 

この結果、従来の方法によ

った場合に比べ、売上高は

1,952百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益は488百万円増

加しています。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、セグメント情報

の脚注「会計処理基準の変

更」に記載しています。 

  ③ 収益及び費用の計上基準 

同左 

  

  

  

  

  

  

――― 

③ 収益及び費用の計上基準 

当社は、電気設備請負工事

の収益計上基準については、

原則として工事完成基準によ

っていますが、長期・大型工

事(工期１年超かつ請負金額

３億円以上)については工事

進行基準によっています。 

(会計方針の変更) 

当連結会計年度より工事進

行基準を適用する長期大型工

事の対象を、従来の工期1年

超かつ請負金額10億円以上か

ら、工期1年超かつ請負金額3

億円以上に変更しています。 

この変更は、最近の重電機

業界の受注環境において電気

設備請負工事が小型化し、か

つ今後もこの傾向が継続する

と認められることから、より

期間損益計算の適正を図るた

め行ったものです。 

この結果、従来の方法によ

った場合に比べ、売上高は

2,131百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は398百万円増

加しています。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、セグメント情報

の脚注「会計処理基準の変

更」に記載しています。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなります。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
 当中間連結会計期間から「固定資
産の減損に係る会計基準」(「固定
資産の減損に係る会計基準の設定に
関する意見書」(企業会計審議会))
及び「固定資産の減損に係る会計基
準の適用指針」(企業会計審議会 企
業会計基準適用指針第6号)を適用し
ています。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
  
  
  
  

 (貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等) 
当中間連結会計期間から「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会
計基準」(企業会計基準委員会 企
業会計基準第5号)及び「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準等の適用指針」(企業会計基準委
員会 企業会計基準適用指針第8号)
を適用しています。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する額は44,141百万円です。 
 中間連結財務諸表規則の改正によ
り、当中間連結会計期間における中
間連結財務諸表の純資産の部につい
ては、改正後の中間連結財務諸表規
則により作成しています。 
 (自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正) 
当中間連結会計期間から改正後の
「自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準」(企業会計基準
委員会 企業会計基準第1号 最終
改正平成18年8月11日)及び「自己株
式及び準備金の額の減少等に関する
会計基準の適用指針」(企業会計基
準委員会 企業会計基準適用指針第
2号 最終改正平成18年8月11日)を
適用しています。 
これによる損益に与える影響はあ
りません。 
 (ストックオプション等に関する会
計基準等) 
当中間連結会計期間から「ストッ
ク・オプション等に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 企業会
計基準第8号)及び「ストック・オプ
ション等に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準委員会 企業会
計基準適用指針第11号)を適用して
います。 
 この結果、従来の方法によった場
合に比べ、営業利益、経常利益及び
税金等調整前中間純利益が3百万円
減少しています。 
 なお、セグメント情報に与える影
響は、当該箇所に記載しています。 
  

(固定資産の減損に係る会計基準) 
 当連結会計年度から「固定資産の
減損に係る会計基準」(「固定資産
の減損に係る会計基準の設定に関す
る意見書」(企業会計審議会))及び
「固定資産の減損に係る会計基準の
適用指針」(企業会計基準委員会 企
業会計基準適用指針第6号)を適用し
ています。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 

  



表示方法の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間連結貸借対照表) 

前中間連結会計期間末において区分表示していた「投

資その他の資産」の「繰延税金資産」(当中間連結会計

期間末1,200百万円)は、金額に重要性がなくなったため

「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示してい

ます。 

――― 

(中間連結損益計算書) 

 ①前中間連結会計期間において区分表示していた「営

業外収益」の「設備貸与料」(当中間連結会計期間17百

万円)は、金額に重要性がなくなったため「営業外収

益」の「その他」に含めて表示しています。 

 ②前中間連結会計期間において区分表示していた「営

業外費用」の「休止固定資産償却費」(当中間連結会計

期間14百万円)及び「コミットメントライン設定手数

料」(当中間連結会計期間15百万円)は、金額に重要性が

なくなったため「営業外費用」の「その他」に含めて表

示しています。 

――― 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 ①前中間連結会計期間において区分表示していた営業

活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価

損」(当中間連結会計期間4百万円)は、金額に重要性が

なくなったため「その他」に含めて表示しています。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

  前中間連結会計期間において財務活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めていた「少数株主への

配当金の支払額」(前中間連結会計期間△1百万円)は、

金額の重要性が増したため区分表示しています。 

 ②前中間連結会計期間において区分表示していた財務

活動によるキャッシュ・フローの「少数株主への配当金

の支払額」(当中間連結会計期間△1百万円)は、金額に

重要性がなくなったため「その他」に含めて表示してい

ます。 

  



(追加情報) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(役員退職慰労引当金) 

当社は従来、役員に対する退職金

支給に充てるため、内規に基づく退

職慰労金の中間連結会計期間末要支

給額を計上していましたが、平成17

年5月12日開催の取締役会におい

て、役員退職慰労金制度の廃止を決

議するとともに、平成17年6月28日

開催の定時株主総会において、役員

の退任時に退職慰労金制度廃止日

（当該総会終結時）までの在任期間

に応じた退職慰労金を支給すること

を決議しました。これに伴い、一部

の連結子会社でも役員退職慰労金制

度を廃止し、当該総会までの期間に

対応する役員退職慰労金相当額158

百万円(当社 152百万円、連結子会

社 6百万円)を「固定負債」の「そ

の他」(長期未払金)として計上して

います。 

(役員退職慰労引当金) 

国内連結子会社1社は従来、役員

に対する退職金支給に充てるため、

内規に基づく退職慰労金の中間連結

会計期間末要支給額を計上していま

したが、当中間連結会計期間に役員

退職慰労金制度の廃止を決議すると

ともに、役員の退任時に退職慰労金

制度廃止日までの在任期間に応じた

退職慰労金を支給することを決議し

ました。これに伴い、当該総会まで

の期間に対応する役員退職慰労金相

当額31百万円を「固定負債」の「そ

の他」(長期未払金)として計上して

います。 

(役員退職慰労引当金) 

当社は従来、役員に対する退職金

支給に充てるため、内規に基づく退

職慰労金の連結会計年度末要支給額

を計上していましたが、平成17年5

月12日開催の取締役会において、役

員退職慰労金制度の廃止を決議する

とともに、平成17年6月28日開催の

定時株主総会において、役員の退任

時に退職慰労金制度廃止日（当該総

会終結時）までの在任期間に応じた

退職慰労金を支給することを決議し

ました。これに伴い、一部の連結子

会社でも役員退職慰労金制度を廃止

し、当該総会までの期間に対応する

役員退職慰労金相当額158百万円(当

社 152百万円、連結子会社 6百万

円)を「固定負債」の「その他」(長

期未払金)として計上しています。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

35,680百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

36,548百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

36,286百万円 

※２ 担保に供している資産 

    投資有価証券    9百万円 

   投資有価証券(国債)は、宅地

建物取引業法に基づく営業保証

金として法務局に供託していま

す。 

※２ 担保に供している資産 

    投資有価証券   9百万円 

   投資有価証券(国債)は、宅地

建物取引業法に基づく営業保証

金として法務局に供託していま

す。 

※２ 担保に供している資産 

    投資有価証券   9百万円 

   投資有価証券(国債)は、宅地

建物取引業法に基づく営業保証

金として法務局に供託していま

す。 

 ３ 偶発債務(保証債務) 

金融機関借入金に対する保証 

当社を含め７社による連帯保

証(表示金額は全額) 

㈱京都環境 
保全公社 

784百万円

 ３ 偶発債務(保証債務) 

金融機関借入金に対する保証 

当社を含め７社による連帯保

証(表示金額は全額) 

㈱京都環境
保全公社 

679百万円

 ３ 偶発債務(保証債務) 

金融機関借入金に対する保証 

当社を含め７社による連帯保

証(表示金額は全額) 

㈱京都環境 
保全公社 

679百万円

―――  ４ 手形裏書譲渡高 

受取手形
裏書譲渡高 

67百万円

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 57百万円

受取手形
裏書譲渡高 

137百万円

――― ※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してい

ます。 

   なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結

会計期間末残高に含まれていま 

す。 

受取手形 423百万円

支払手形 259百万円

――― 

※６ 休止固定資産 

建物 531百万円

※６ 休止固定資産 

建物 460百万円

※６ 休止固定資産 

建物 517百万円

※７ 当社は総額50億円のコミット

メントライン契約(シンジケー

ション方式)を主要取引金融機

関６社と締結しております。こ

の契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

貸出コミット 
メントの総額 

5,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,000百万円

※７ 当社は総額50億円のコミット

メントライン契約(シンジケー

ション方式)を主要取引金融機

関５社と締結しております。こ

の契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

貸出コミット
メントの総額 

5,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,000百万円

※７ 当社は総額30億円のコミット

メントライン契約(シンジケー

ション方式)を主要取引金融機

関６社と締結しております。こ

の契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高等は次のと

おりです。 

貸出コミット 
メントの総額 

3,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 3,000百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額 

従業員給料 
手当賞与 

2,760百万円

研究開発費 1,099百万円

運送費 514百万円

販売手数料 414百万円

退職給付費用 210百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

59百万円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額 

従業員給料
手当賞与 

2,890百万円

研究開発費 1,499百万円

運送費 642百万円

販売手数料 544百万円

退職給付費用 129百万円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額 

従業員給料
手当賞与 

5,453百万円

研究開発費 2,174百万円

運送費 1,272百万円

販売手数料 1,031百万円

退職給付費用 405百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

65百万円

 ２ 当社グループの売上高は、通

常の営業の形態として、上半期

に比べ下半期に完成する工事の

割合が大きいため、連結会計年

度の上半期の売上高と下半期の

売上高の間に著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。 

 ２  

同左 

――― 

――― 

  

※３ 固定資産廃却損の内容 

機械装置及び
運搬具 

42百万円

その他 19百万円

合計 61百万円

※３ 固定資産廃却損の内容 

機械装置及び 
運搬具 

44百万円

建物及び構築
物 

36百万円

その他 50百万円

合計 131百万円

※４ 固定資産廃却損の内容 

機械装置及び 
運搬具 

25百万円

工具器具 
及び備品 

0百万円

合計 25百万円

――― 

  

――― 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

 市場からの買付による増加            500,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加          1,549株 

減少数の主な内訳は、次のとおりです。 

 ストック・オプションの行使による減少  58,000株 

 単元未満株式の売渡請求による減少       268株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

(注) 上記新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 107,832,445 ― ― 107,832,445 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,038,616 501,549 58,268 1,481,897 

会社名 内訳 
当中間連結会計期間末残高

(百万円) 

提出会社 ストックオプションとしての新株予約権 3

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年 6月28日 
定時株主総会 

普通株式 427 4.0 平成18年 3月31日 平成18年 6月29日 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 10,162百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△484百万円

現金及び 
現金同等物 

9,678百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 5,685百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△101百万円

現金及び 
現金同等物 

5,584百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び預金勘定 10,005百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△253百万円

現金及び
現金同等物 

9,752百万円



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

  
機械装置 
及び 
運搬具 
 (百万円) 

(有形固定
資産) 
その他 
(百万円) 

無形固定
資産 

(百万円) 
合計 

(百万円)

取得価額
相当額 125 183 24 333

減価償却
累計額相
当額 

29 145 11 186

中間期末
残高相当
額 

95 37 13 146

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(借主側) 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

  
機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円) 

(有形固定
資産) 
その他 
(百万円)

無形固定
資産 

(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 134 117 3 255

減価償却
累計額相
当額 

45 49 1 96

中間期末
残高相当
額 

89 67 1 158

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(借主側) 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額 

 

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)

(有形固定
資産) 
その他 
(百万円) 

無形固定 
資産 

(百万円) 
合計 
(百万円) 

取得価額
相当額 125 141 3 269 

減価償却
累計額相
当額 

37 58 1 96 

期末残高
相当額 88 82 1 172 

 なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産及び無形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しています。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産及

び無形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法

により算定しています。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産及び無形固定

資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しています。 

１年内 45百万円

１年超 101百万円

合計 146百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

同左 

１年内 40百万円

１年超 117百万円

合計 158百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

 なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産及び無形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定していま

す。 

１年内 43百万円

１年超 129百万円

合計 172百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 34百万円

減価償却費相当額 34百万円

   

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 23百万円

減価償却費相当額 23百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 82百万円

減価償却費相当額 73百万円

固定資産廃却損相当額 9百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

います。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末 平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま

す。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損 4百万円を計上しています。 

  

(当中間連結会計期間末 平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま

す。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損 0百万円を計上しています。 

  

区分 
中間連結貸借

対照表計上額(百万円) 
時価

 (百万円) 
差額 
(百万円) 

(1)満期保有目的の債券 
国債 9 10 

 
0 

区分 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借
対照表計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(2)その他有価証券 
株式 2,544 5,742 

 
3,197 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

子会社株式及び関連会社株式 16

その他有価証券(店頭株式を除く非上場株式) 266

合計 282

区分 
中間連結貸借

対照表計上額(百万円) 
時価

 (百万円) 
差額 
(百万円) 

(1)満期保有目的の債券 
国債 9 10 

 
0 

区分 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借
対照表計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(2)その他有価証券 
株式 3,129 7,739 

 
4,609 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

子会社株式及び関連会社株式 16

その他有価証券 261

合計 278



(前連結会計年度末 平成18年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 7百万円を計上しています。 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

(前中間連結会計期間末 平成17年９月30日) 

ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いているため、該当事項はありません。 

  

(当中間連結会計期間末 平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

区分 
連結貸借

対照表計上額(百万円) 
時価

 (百万円) 
差額 
(百万円) 

(1)満期保有目的の債券 
国債 9 9 

 
△0 

区分 
取得原価
(百万円) 

連結貸借
対照表計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(2)その他有価証券 
株式 2,745 7,819 

 
5,073 

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

子会社株式及び関連会社株式 16

その他有価証券 262

合計 279

種類 
契約額等
(百万円) 

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場取引以外の取引   

為替予約取引   

売建 244 19 252 △7

買建 241 ― 236 △5

直物為替先渡取引    

売建 488 ― 492 △3

合計 ― ― ― △16



(注)1 時価の算定方法 

 先物為替相場によっています。 

   2 ヘッジ会計が適用されるものについては、開示の対象から除いています。 

  

金利関連 

ヘッジ会計が適用されるものについては、記載対象から除いています。 

  

 (前連結会計年度末 平成18年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

(注)1 時価の算定方法 

 先物為替相場によっています。 

   2 ヘッジ会計が適用されるものについては、開示の対象から除いています。 

  

金利関連 

ヘッジ会計が適用されるものについては、記載対象から除いています。 

  

 (ストックオプション等関係) 

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

１ 当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 販売費及び一般管理費   3百万円 

  

２ 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

種類 
契約額等
(百万円) 

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場取引以外の取引   

為替予約取引   

売建 96 36 98 △1

買建 165 ― 157 △8

合計 ― ― ― △9

  平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 9名、当社の執行役員 8名、当社の従業員 37名
当社の国内子会社の取締役30名 

株式の種類別のストック・オプションの

付与数 
普通株式 352,000株

付与日 平成18年8月10日 
権利確定条件 付与日（平成18年8月10日）以降、権利確定日（平成20年8月10日）まで継続して勤務して

いること 
対象勤務期間 自平成18年8月10日至平成20年8月10日

ただし、当該期間中に会社都合により退任・退職した場合は、平成18年8月10日から退任又

は退職日までが対象勤務期間となる。 
権利行使期間 権利確定後4年間（自平成20年8月11日至平成24年8月10日）。ただし、会社都合により退

任・退職した場合は、退任・退職後（平成20年8月10日以前に退任する場合は平成20年8月

11日から）1年間に限り権利行使できる。 

権利行使価格(円) 501

付与日における公正な評価単価（円） 104



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

  

  
電力機器事業 
(百万円) 

ビーム・真空
応用装置事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

23,889 11,661 35,550 ― 35,550

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

149 20 169 (169) ―

計 24,038 11,681 35,720 (169) 35,550

営業費用 23,628 10,165 33,794 668 34,462

営業利益 410 1,515 1,926 (838) 1,088

  
電力機器事業 
(百万円) 

ビーム・真空
応用装置事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

26,052 13,360 39,413 ― 39,413

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

157 5 163 (163) ―

計 26,210 13,366 39,576 (163) 39,413

営業費用 25,721 12,207 37,928 702 38,631

営業利益 488 1,159 1,647 (865) 781



前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質により、電力の流通段階で使用される機器を製造・販売する電力機器事業とイオン注入、

電子線照射等のビーム・真空技術を利用した機器を製造・販売するビーム・真空応用装置事業に区分しています。 

２ 各事業区分に属する主な製品・サービスは次のとおりです。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間834百万円、当中間連結

会計期間857百万円、前連結会計年度1,558百万円であり、その主なものは、親会社の一般管理費で処理した研究開発費、

役員報酬等です。 

４ 会計処理基準の変更 

(ストックオプション等に関する会計基準等) 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第11号)を適用しています。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間の営業利益は全社で3百万円減少しています。 

  

  

  
電力機器事業 
(百万円) 

ビーム・真空
応用装置事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

59,556 24,555 84,112 ― 84,112

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

388 24 412 (412) ―

計 59,944 24,579 84,524 (412) 84,112

営業費用 56,881 21,827 78,708 1,145 79,854

営業利益 3,063 2,752 5,815 (1,557) 4,257

事業の種類別セグメントの名称 
主な製品・サービス 

電力機器事業 

製品分類 

受変電設備
配電盤、変圧器、変成器、計器、継電器、遮断器、開閉
器、ガス絶縁開閉装置、太陽光発電システムなど 

調相設備 
コンデンサ設備、フィルタ設備、リアクトル、無効電力
補償装置、瞬低・停電対策装置など 

制御システム 監視制御システム、車両ナンバー読み取り装置など 

ビーム・真空応用装置事業 
イオン注入装置、イオンドーピング装置、電子線照射装
置、薄膜コーティング装置、薄膜コーティングサービ
ス、電子線照射サービスなど 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

  

  
日本
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

その他
  

(百万円) 

計
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

30,503 5,026 20 35,550 ― 35,550

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

1,255 633 19 1,908 (1,908) ―

計 31,759 5,660 40 37,459 (1,908) 35,550

営業費用 30,648 4,716 53 35,417 (955) 34,462

営業利益又は営業損失
(△) 

1,111 943 △13 2,041 (953) 1,088

  
日本
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

その他
  

(百万円) 

計
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

32,693 6,668 51 39,413 ― 39,413

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

1,481 569 13 2,063 (2,063) ―

計 34,174 7,237 64 41,476 (2,063) 39,413

営業費用 33,449 6,273 80 39,803 (1,172) 38,631

営業利益又は営業損失
(△) 

724 963 △15 1,673 (891) 781



前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間834百万円、当中間連結

会計期間857百万円、前連結会計年度1,558百万円であり、その主なものは、親会社の一般管理費で処理した研究開発費、

役員報酬等です。 

４ 会計処理基準の変更 

(ストックオプション等に関する会計基準等) 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第11号)を適用しています。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間の営業利益は全社で3百万円減少しています。 

  

  
日本
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

その他
  

(百万円) 

計
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

71,375 12,484 252 84,112 ― 84,112

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

2,782 1,242 68 4,093 (4,093) ―

計 74,157 13,726 321 88,205 (4,093) 84,112

営業費用 70,510 11,503 301 82,316 (2,462) 79,854

営業利益 3,646 2,222 19 5,888 (1,630) 4,257

アジア 中国、台湾、タイ 

その他 米国等 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

  

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

  

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,409 109 8,518

Ⅱ 連結売上高(百万円) 35,550

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

23.7 0.3 24.0

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,761 1,163 11,925

Ⅱ 連結売上高(百万円) 39,413

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

27.3 3.0 30.3

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 20,019 476 20,495

Ⅱ 連結売上高(百万円) 84,112

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

23.8 0.6 24.4

アジア 中国、台湾、韓国 

その他 米国等 



 (１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 396.03円 １株当たり純資産額 414.95円 １株当たり純資産額 422.47円

１株当たり中間純利益 7.44円 １株当たり中間純利益 0.29円 １株当たり当期純利益 19.61円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

7.43円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

0.29円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

19.55円

  
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額 ― 46,779 ―

純資産の部の合計額から控
除する金額   (百万円) 

― 2,648 ―

(うち新株予約権) (―) (3) (―)

(うち少数株主持分) (―) (2,645) (―)

普通株式に係る中間期末の
純資産額    (百万円) 

― 44,130 ―

１株当たり純資産額の算定
に用いられた中間期末の普
通株式の数    (千株) 

― 106,350 ―

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利
益 

 

 中間(当期)純利益 
        (百万円) 

794 31 2,143

 普通株主に帰属しない 
 金額     (百万円) 

― ― 51

(うち利益処分による 
役員賞与金) 

(―) (―) (51)

 普通株式に係る中間 
 (当期)純利益 (百万円) 

794 31 2,092

 普通株式の期中平均 
 株式数      (株) 

106,750,126 106,663,317 106,724,201

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 

普通株式増加数  (株) 250,791 247,875 342,613

(うち新株予約権) (250,791) (247,875) (342,613)

 希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株
当たり中間(当期)純利益
の算定に含めなかった潜
在株式の概要 

平成16年６月25日定時
株主総会決議ストック
オプション 
(新株予約権) 
普通株式 311,000株 

平成18年６月28日定時
株主総会決議ストック
オプション 
(新株予約権) 
普通株式 352,000株 

――― 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   7,138   2,396 5,361   

２ 受取手形 ※３ 1,901   2,471 1,523   

３ 売掛金   21,033   18,721 25,105   

４ たな卸資産   9,196   11,193 8,186   

５ 関係会社 
  短期貸付金 

  1,652   2,327 2,075   

６ その他   4,607   5,196 4,392   

７ 貸倒引当金   △189   △5 △10   

流動資産合計     45,340 63.4 42,301 61.1   46,633 63.9

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物 ※４ 5,087   4,921 5,006   

(2) 機械及び装置   1,596   1,555 1,496   

(3) その他   2,741   2,907 2,694   

有形固定資産計   9,426   9,384 9,197   

２ 無形固定資産   997   1,094 1,071   

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券   10,002   12,013 12,079   

(2) その他   6,033   4,656 4,235   

(3) 貸倒引当金   △258   △261 △255   

投資その他の 
資産計 

  15,777   16,408 16,059   

固定資産合計     26,201 36.6 26,887 38.9   26,328 36.1

資産合計     71,541 100.0 69,188 100.0   72,961 100.0



  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※３ 1,407   1,686 1,371   

２ 買掛金   16,867   15,181 17,990   

３ 前受金   4,430   3,402 2,701   

４ その他   4,825   4,813 5,204   

流動負債合計     27,531 38.5 25,083 36.3   27,268 37.4

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   100   100 100   

２ 確定拠出年金 
  移行時未払金 

  ―   2,036 ―   

３ 長期未払金   152   ― ―   

４ 退職給付引当金   6,047   2,449 5,146   

５ 環境安全対策  
引当金 

  2,200   2,200 2,200   

６ その他   ―   220 235   

固定負債合計     8,500 11.9 7,006 10.1   7,681 10.5

負債合計     36,031 50.4 32,090 46.4   34,950 47.9

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     10,252 14.3 ― ―   10,252 14.3

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   6,633   ― 6,633   

２ その他資本 
  剰余金 

  1   ― ―   

資本剰余金合計     6,635 9.3 ― ―   6,633 9.1

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   2,075   ― 2,075   

２ 任意積立金   13,484   ― 13,484   

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

  1,483   ― 2,834   

利益剰余金合計     17,043 23.8 ― ―   18,394 25.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    1,885 2.6 ― ―   2,988 4.1

Ⅴ 自己株式     △306 △0.4 ― ―   △258 △0.4

資本合計     35,510 49.6 ― ―   38,011 52.1

負債資本合計     71,541 100.0 ― ―   72,961 100.0



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     ― 10,252   ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   ―   6,633 ―   

資本剰余金合計     ― 6,633   ― 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金   ―   2,075 ―   

(2) その他利益 
  剰余金 

          

特別償却 
準備金 

  ―   10 ―   

固定資産圧縮
記帳積立金 

  ―   406 ―   

別途積立金   ―   13,056 ―   

繰越利益 
剰余金 

  ―   2,403 ―   

利益剰余金合計     ― 17,952   ― 

４ 自己株式     ― △455   ― 

株主資本合計     ― ― 34,383 49.7   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    ― 2,719   ― 

２ 繰延ヘッジ損益     ― △7   ― 

評価・換算差額 
等合計 

    ― ― 2,712 3.9   ― ―

Ⅲ 新株予約権     ― ― 3 0.0   ― ―

純資産合計     ― ― 37,098 53.6   ― ―

負債純資産合計     ― ― 69,188 100.0   ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     28,781 100.0 19,855 100.0   57,633 100.0

Ⅱ 売上原価     25,147 87.4 16,422 82.7   48,328 83.9

売上総利益     3,634 12.6 3,432 17.3   9,305 16.1

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

    4,872 16.9 4,783 24.1   9,904 17.1

営業損失     1,238 4.3 1,350 6.8   598 1.0

Ⅳ 営業外収益 ※１   805 2.8 1,431 7.2   2,439 4.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   243 0.8 328 1.7   454 0.8

経常利益     ― ― ― ― ― 1,386 2.4

経常損失     675 2.3 247 1.3   ― ―

Ⅵ 特別利益 ※３   11 0.0 ― ―   511 0.9

Ⅶ 特別損失 ※４   ― ― 8 0.0   679 1.2

税引前当期 
純利益 

    ― ― ― ―   1,217 2.1

税引前中間 
純損失 

    664 2.3 256 1.3   ― ―

法人税、住民税 
及び事業税 

  △368   △352 △172   

過年度法人税等
戻入額 

  ―   △99 ―   

法人税等調整額   △555 △923 △3.2 184 △267 △1.4 △225 △397 △0.7

中間(当期) 
純利益 

    259 0.9 10 0.1   1,615 2.8

前期繰越利益     1,224 ―   1,224 

自己株式処分 
差損 

    ― ―   4 

中間(当期) 
未処分利益 

    1,483 ―   2,834 



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

  

  

(注)  定時株主総会における利益処分項目です。 

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 (百万円) 10,252 6,633 6,633

中間会計期間中の変動額  

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― ―

平成18年９月30日残高 (百万円) 10,252 6,633 6,633

  

株主資本 

利益剰余金 

利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金合計
特別償却準備金

固定資産圧縮
記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高 (百万円) 2,075 17 410 13,056 2,834 18,394

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当(注) ― ― ― ― △427 △427

 役員賞与(注) ― ― ― ― △25 △25

 特別償却準備金の取崩(注) ― △7 ― ― 7 ―

 固定資産圧縮積立金の取崩(注) ― ― △4 ― 4 ―

 中間純利益 ― ― ― ― 10 10

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ―

自己株式の処分 ― ― ― ― △0 △0

 株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)  ― △7 △4 ― △430 △442

平成18年９月30日残高 (百万円) 2,075 10 406 13,056 2,403 17,952

  
株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
自己株式 株主資本 

合計 
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高 (百万円) △258 35,022 2,988 ― 2,988 ― 38,011 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当(注) ― △427 ― ― ― ― △427 

 役員賞与(注) ― △25 ― ― ― ― △25 

 特別償却準備金の取崩(注) ― ― ― ― ― ― ― 

 固定資産圧縮積立金の取崩(注) ― ― ― ― ― ― ― 

 中間純利益 ― 10 ― ― ― ― 10 

自己株式の取得 △211 △211 ― ― ― ― △211 

 自己株式の処分 14 14 ― ― ― ― 14 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) ― ― △269 △7 △276 3 △273 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △196 △639 △269 △7 △276 3 △912 

平成18年９月30日残高 (百万円) △455 34,383 2,719 △7 2,712 3 37,098 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   子会社株式及び関連会社株式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   子会社株式及び関連会社株式 

同左 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

     (評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定) 

   その他有価証券 

時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

     (評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ 

り算定) 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算日の市場価格等に基

づく時価法 

     (評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

同左 

    時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

   製品・仕掛品 

    個別法に基づく原価法 

   原材料・貯蔵品 

    総平均法に基づく原価法 

 (2) たな卸資産 

同左 

 (2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を含む。)

については定額法、建物以外の

有形固定資産については定率法

を採用しています。また、耐用

年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっています。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しています。ま

た、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基

準によっています。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法によっています。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しています。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 



  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しています。 

過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(３年)

による按分額を計上していま

す。 

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による按分額をそれぞれ

発生の翌年度から費用処理して

います。 

 (2) 退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(追加情報) 

当社は、平成18年4月1日付 

けで退職一時金制度から確定 

拠出年金制度へ一部移行しま 

した。なお、当該退職給付制 

度の一部終了に伴う損失は、 

前事業年度に特別損失（退職 

給付制度一部終了による損 

失）として処理しておりま 

す。また、同日付で退職一時 

金制度にポイント制退職金制 

度を導入しています。 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しています。 

過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(３年)

による按分額を計上していま

す。 

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による按分額をそれぞれ

発生の翌年度から費用処理する

こととしています。 

 (3) 環境安全対策引当金 

保管するPCB廃棄物等の処理

費用の支出に備えるため、中間

期末においてその金額を合理的

に見積ることができる処理費用

については、下期以降に発生が

見込まれる金額を引当計上して

います。 

 (3) 環境安全対策引当金 

同左 

 (3) 環境安全対策引当金 

保管するPCB廃棄物等の処理

費用の支出に備えるため、期末

においてその金額を合理的に見

積ることができる処理費用につ

いては、翌年度以降に発生が見

込まれる金額を引当計上してい

ます。 

４ 外貨建ての資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しています。 

４ 外貨建ての資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

同左 

４ 外貨建ての資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ています。 



  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっていま

す。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっていま

す。ただし、為替予約等が付さ

れている外貨建金銭債権債務等

については、振当処理を行って

います。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引   外貨建金銭 
債権債務等 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建金銭
債権債務等 

直物為替 
先渡取引 

外貨建金銭
債権債務等 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引  外貨建金銭 
債権債務等 

 (3) ヘッジ方針 

当社は通常業務を遂行する上

で為替リスクにさらされてお

り、このリスクをヘッジする手

段としてのデリバティブ取引を

行っています。投機目的のデリ

バティブ取引は行わない方針で

あります。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ対象とヘッジ手段の通

貨種別、期日、金額等の重要な

条件が同一であり、高い相関関

係があると考えられるため、有

効性の判定を省略しています。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっていま

す。 

   売上等に係る仮受消費税等と

仕入等に係る仮払消費税等は相

殺し、その差額は「流動資産」

の「その他」に含めて表示して

います。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっていま

す。 

 ② 連結納税制度の適用 

   連結納税制度を適用していま

す。 

 ② 連結納税制度の適用 

同左 

 ② 連結納税制度の適用 

同左 

 ③ 収益及び費用の計上基準 

電気設備請負工事の収益の計

上基準については、原則として

工事完成基準によっています

が、長期・大型工事(工期１年

超かつ請負金額 3億円以上)に

ついては工事進行基準によって

います。 

(会計方針の変更) 

当中間会計期間から工事進行

基準を適用する長期大型工事の

対象を、従来の工期1年超かつ

請負金額10億円以上から、工期

1年超かつ請負金額3億円以上に

変更しています。 

この変更は、最近の重電機業

界の受注環境において電気設備

請負工事が小型化し、かつ今後

もこの傾向が継続すると認めら

れることから、より期間損益計

算の適正を図るため行ったもの

です。 

この結果、従来の方法によっ

た場合に比べ、売上高は1,952

百万円増加し、営業損失、経常

損失及び税引前中間純損失は

488百万円減少しています。 

 ③ 収益及び費用の計上基準 

同左 

  

  

  

  

  

  

――― 

 ③ 収益及び費用の計上基準 

   電気設備請負工事の収益の計

上基準については、原則として

工事完成基準によっています

が、長期・大型工事(工期１年

超かつ請負金額 3億円以上)に

ついては工事進行基準によって

います。 

(会計方針の変更) 

当事業年度より工事進行基準

を適用する長期大型工事の対象

を、従来の工期1年超かつ請負

金額10億円以上から、工期1年

超かつ請負金額3億円以上に変

更しています。 

この変更は、最近の重電機業

界の受注環境において電気設備

請負工事が小型化し、かつ今後

もこの傾向が継続すると認めら

れることから、より期間損益計

算の適正を図るため行ったもの

です。 

この結果、従来の方法によっ

た場合に比べ、売上高は2,131

百万円増加し、営業損失は398

百万円減少し、経常利益及び税

引前当期純利益は同額増加して

います。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計審議会 企業会

計基準適用指針第6号)を適用してい

ます。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

  

  

  

  

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 企業会計

基準第5号)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準委員会 企

業会計基準適用指針第8号)を適用し

ています。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する額は37,102百万円です。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作

成しています。 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間から改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」(企業会計基準委員

会 企業会計基準第1号 最終改正平

成18年8月11日)及び「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第2号

最終改正平成18年8月11日)を適用し

ています。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

(ストックオプション等に関する会

計基準等） 

 当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 企業会計基準

第8号)及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 企業会計基準

適用指針第11号)を適用していま

す。 

 この結果、従来の方法によった場

合に比べ、営業損失、経常損失及び

税引前中間純損失が3百万円増加し

ています。  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 企業会

計基準適用指針第6号)を適用してい

ます。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  



表示方法の変更 

  

  

 (追加情報) 

  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間貸借対照表) 

前中間会計期間末において区分表示していた「投資そ

の他の資産」の「繰延税金資産」(当中間会計期間末905

百万円)は、金額に重要性がなくなったため「投資その

他の資産」の「その他」に含めて表示しています。 

(中間貸借対照表) 

前中間会計期間末において区分表示していた「固定負

債」の「長期未払金」(当中間会計期間末151百万円)

は、金額に重要性がないため「固定負債」の「その他」

に含めて表示しています。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(役員退職慰労引当金) 

当社は従来、役員に対する退職金

支給に充てるため、内規に基づく退

職慰労金の中間会計期間末要支給額

を計上していましたが、平成17年5月

12日開催の取締役会において、役員

退職慰労金制度の廃止を決議すると

ともに、平成17年6月28日開催の定時

株主総会において、役員の退任時に

退職慰労金制度廃止日(当該総会終結

時)までの在任期間に応じた退職慰労

金を支給することを決議しました。 

これに伴い、当該総会までの期間

に対応する役員退職慰労金相当額152

百万円を「長期未払金」として計上

しています。 

――― 

  

  

(役員退職慰労引当金) 

当社は従来、役員に対する退職金

支給に充てるため、内規に基づく退

職慰労金の期末要支給額を計上して

いましたが、平成17年5月12日開催の

取締役会において、役員退職慰労金

制度の廃止を決議するとともに、平

成17年6月28日開催の定時株主総会に

おいて、役員の退任時に退職慰労金

制度廃止日(当該総会終結時)までの

在任期間に応じた退職慰労金を支給

することを決議しました。これに伴

い、当該総会までの期間に対応する

役員退職慰労金相当額152百万円を

「固定負債」の「その他」（長期未

払金)として計上しています。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

31,116百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

31,075百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

31,132百万円 

 ２ 偶発債務(保証債務) 

金融機関借入金等に対する保

証 

＊当社を含め７社による連帯

保証(表示金額は全額) 

㈱京都環境 
保全公社＊ 

784百万円

日新電機 
タイ㈱ 

514百万円

日亜電機股份 
有限公司 

105百万円

北京北開日新 
電機高圧開関 
設備有限公司 

331百万円

日新イオン 
機器㈱ 

69百万円

計 1,803百万円

 ２ 偶発債務(保証債務) 

金融機関借入金等に対する保

証 

＊当社を含め７社による連帯

保証(表示金額は全額) 

㈱京都環境
保全公社＊ 

679百万円

日新電機
タイ㈱ 

877百万円

日亜電機股份
有限公司 

512百万円

北京北開日新
電機高圧開関
設備有限公司

549百万円

日新電機ベト
ナム有限会社

70百万円

計 2,689百万円

 ２ 偶発債務(保証債務) 

金融機関借入金等に対する保

証 

＊当社を含め７社による連帯

保証(表示金額は全額) 

㈱京都環境 
保全公社＊ 

679百万円

日新電機
タイ㈱ 

752百万円

日亜電機股份 
有限公司 

233百万円

北京北開日新 
電機高圧開関 
設備有限公司 

158百万円

日新電機ベト 
ナム有限会社 

37百万円

計 1,862百万円

――― ※３ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理していま

す。 

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期

間末日残高に含まれています。 

受取手形 309百万円

支払手形 162百万円

――― 

※４ 休止固定資産 

建物 531百万円

※４ 休止固定資産 

建物 460百万円

※４ 休止固定資産 

建物 517百万円

 ５ 当社は総額50億円のコミット

メントライン契約(シンジケー

ション方式)を主要取引金融機

関６社と締結しております。こ

の契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高等は次のと

おりであります。 

貸出コミット 
メントの総額 

5,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,000百万円

 ５ 当社は総額50億円のコミット

メントライン契約(シンジケー

ション方式)を主要取引金融機

関５社と締結しております。こ

の契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高等は次のと

おりであります。 

貸出コミット
メントの総額 

5,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,000百万円

５ 当社は総額30億円のコミット

メントライン契約(シンジケー

ション方式)を主要取引金融機

関６社と締結しております。こ

の契約に基づく当期末の借入未

実行残高等は次のとおりであり

ます。 

貸出コミット 
メントの総額 

3,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 3,000百万円



(中間損益計算書関係) 

  

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 16百万円

受取配当金 436百万円

設備貸与料 266百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 21百万円

受取配当金 1,019百万円

設備貸与料 282百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 28百万円

受取配当金 1,539百万円

設備貸与料 550百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 7百万円

設備貸与費用 117百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 3百万円

設備貸与費用 113百万円

クレーム損 63百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 11百万円

設備貸与費用 235百万円

※３ 特別利益 

子会社清算益 11百万円

――― ※３ 特別利益 

子会社清算益 11百万円

営業権譲渡益 500百万円

――― ※４ 特別損失 
子会社株式
評価損 

8百万円

※４ 特別損失 
退職給付制度 
一部終了によ 
る損失 

679百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 384百万円

無形固定資産 81百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 363百万円

無形固定資産 138百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 785百万円

無形固定資産 174百万円

 ６ 当社の売上高は、通常の営業

の形態として、上半期に比べ下

半期に完成する工事の割合が大

きいため、事業年度の上半期の

売上高と下半期の売上高の間に

著しい相違があり、上半期と下

半期の業績に季節的変動があり

ます。 

 ６  

同左 

――― 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

  
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

 市場からの買付による増加            500,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加          1,549株 

減少数の主な内訳は、次のとおりです。 

 ストック・オプションの行使による減少  58,000株 

 単元未満株式の売渡請求による減少       268株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 1,038,616 501,549 58,268 1,481,897 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 有形固定資産の「その他」 

取得価額相当額 51百万円

減価償却累計額 
相当額 

44百万円

中間期末残高相当額 7百万円

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(借主側) 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

 有形固定資産の「その他」 

取得価額相当額 77百万円

減価償却累計額
相当額 

18百万円

中間期末残高相当額 59百万円

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(借主側) 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額 

 有形固定資産の「その他」 

取得価額相当額 74百万円

減価償却累計額 
相当額 

9百万円

期末残高相当額 65百万円

 なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しています。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

います。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 7百万円

１年超 ―百万円

合計 7百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 19百万円

１年超 39百万円

合計 59百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 18百万円

１年超 46百万円

合計 65百万円

 なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しています。 

同左  なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しています。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 9百万円

減価償却費相当額 9百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 25百万円

減価償却費相当額 25百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっていま

す。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

  

(重要な後発事象) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

イオン機器営業部門の営業譲渡 

当社は、半導体メーカー向けのイ

オン注入装置、液晶メーカー向けの

イオンドーピング装置などに関する

事業の営業権を、当社100％出資子

会社の日新イオン機器株式会社に譲

渡することを平成17年５月12日開催

の取締役会で決議し、平成17年６月

１日に同社と営業譲渡契約を締結

し、平成17年６月28日開催の第147

期定時株主総会にて承認されまし

た。 

――― ――― 

営業譲渡契約に従い、平成17年10

月１日付けで譲渡価額500百万円に

て営業譲渡を実施しており、当事業

年度において営業譲渡益として特別

利益500百万円を計上する予定で

す。 

    



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。 

  

  

  

(1)  
  

有価証券届出書 
  

新株予約権の発行 
  

  
平成18年７月27日 
関東財務局長に提出 

  
(2)  
  

  
有価証券届出書の 
訂正届出書 

  

平成18年７月27日提出の有価証券届出書の

訂正届出書(未確定事項の確定による訂正)
  
  
平成18年８月10日 
関東財務局長に提出 

  
(3)  
  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
事業年度 
(第148期) 

  
自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

  
  
平成18年６月28日 
関東財務局長に提出 

  
(4)  

  
自己株券買付状況 
報告書 

      

  
平成18年４月３日 
平成18年５月８日 
平成18年６月１日 
平成18年７月３日 
平成18年８月７日 
平成18年９月４日 
平成18年10月２日 
平成18年11月１日 
平成18年12月１日 
関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月16日

日新電機株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日新電

機株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、日新電機株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.(ト)③に記載されているとおり、会社は工事進行基準を適用

する長期大型工事の範囲を変更した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  砂  畑  昌  宏  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月19日

日新電機株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日新電

機株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株

主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、日新電機株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間か

ら「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を

作成している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  中  尾  正  孝  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  千  田  健  悟  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月16日

日新電機株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日新電

機株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第148期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、日新電機株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

1. 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 7.③に記載されているとおり、会社は工事進行基準を適用する

長期大型工事の範囲を変更した。 

2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は営業譲渡契約に従い平成17年10月１日付けで営業譲渡を実施し

た。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  砂  畑  昌  宏  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月19日

日新電機株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日新電

機株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第149期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、日新電機株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  中  尾  正  孝  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  千  田  健  悟  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 
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